
 

金沢市景観計画の一部変更について

 

変更内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市独自条例に基づく指定区域（景趣継承区域）】 

◇犀川及び浅野川における美しい川筋景観の保全に関する条例に基づく「川筋景観保全区域」を

金沢市景観計画の「景趣継承区域」に追加する。 

⑤ 景趣継承区域 

こまちなみ保存区域（９区域） 

寺社風景保全区域（２区域） 

保全用水に係る区域（21 用水） 

④ 眺望景観保全区域（8 区域） 

斜面緑地保全区域（６区域） 

川筋景観保全区域（２区域） 

※このほか、こまちなみ保存区域として、 

金石区域、大野町区域があります。 
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伝統環境保存区域 

近代的都市景観創出区域 

② 重要広域幹線景観形成区域 

③ 景観計画区域（その他の区域） 

伝統環境調和区域 

① 景観形成区域 

○「金沢市における美しい景観のまちづくり

に関する条例」の市独自条例部分に基づく

○「金沢市こまちなみ保存条例」に基づく指定区域 

○「金沢の歴史的文化資産である寺社等の

風景の保全に関する条例」に基づく指定

○「犀川及び浅野川における美しい川筋景観の

保全に関する条例」に基づく指定区域 

○「金沢市斜面緑地保全条例」に基づく指定区域 

○「金沢市用水保全条例」に基づく保全用水 

及び保全用水に面する土地 

○景観法を活用する指定区域 

その他案件 

金沢特有の景観の趣を醸し出す景観資産を

保存保全するための区域 

景観まちづくりのための区域指定 


